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（１）

住
民
監
査
請
求
は
、
10
月

18
日
に
都
市
計
画
道
路
を
考

え
る
小
金
井
市
民
の
会
と
３
・

４
・
１
１
号
線
関
係
住
民
の

会
が
共
同
で
、
集
会
を
開
い

て
、
多
く
の
市
民
に
監
査
請

求
の
賛
同
者
署
名
を
集
め
る

こ
と
で
行
動
を
開
始
し
ま
し

た
。そ

の
後
、
予
想
を
超
え
る

賛
同
署
名
が
集
ま
り
ま
し
た
。

東
京
都
の
監
査
事
務
局
で

は
、
「
私
の
知
る
限
り
、
こ

れ
だ
け
多
く
の
人
が
請
求
人

に
な
っ
た
の
は
始
め
て
」
と

話
し
て
い
ま
し
た
。

監
査
請
求
書
を
提
出
後
、

都
庁
内
で
記
者
会
見
を
お
こ

な
い
、
都
市
計
画
決
定
の
違

法
性
に
つ
い
て
、
説
明
、
質

疑
を
受
け
ま
し
た
。

【目的】

東京都が支出した次の経費の返還を求める

３・４・１１号線オープンハウス費用 1,041万円

３・４・１１号線環境概況調査費 295万円

【理由】

小金井の都市計画道路は、都市計画道路の決定に必要

な都市計画法で定める要件を備えていない違法な決定で、

東京都が事業のための予算を支出する根拠がない

【違法の理由】

決定されたとする昭和37年当時の都市計画法は、都市

計画を決定する要件として次の３点が必要とされている

(1) 主務大臣の決裁

(2) 内閣の認可

(3) 官報告示のための主務大臣の承認

小金井の都市計画道路「決定」には、主務大臣の決定

と内閣の認可を得ていないことが、国立公文書館で「都

市計画事業の決定書類 昭和３７～３８年」を調査した

結果、判明していました。

その後さらに、官報の告示に必要な大臣決裁書類「告

示案」の大臣の氏名が傍線で削除されたままで、承認さ

れていないことを国立公文書館の「小金井・街路」の書

類で判明しました。

すなわち、大臣が官報掲載を承認していないのに、役

人が勝手に官報に掲載していたのです。

ところが、２月に行われたオープンハウスで、「違法

であること」を指摘すると、東京都の建設局の担当課長

は、「官報で告示されているから問題ない」と答弁しま

した。明らかな法律違反です。違法な決定に基づく予算

の支出は、行うべきではありません。支出された費用は

弁済されるべきものです。

11
月
11
日
、
住
民
監
査
請
求
を
求
め
る
都
民
有
志
の
会
は
、
東

京
都
監
査
事
務
局
を
訪
れ
、
請
求
人
５
９
９
人
（
う
ち
小
金
井
市

民
４
８
６
人
）
の
署
名
を
添
え
て
、
「
東
京
都
知
事
に
対
し
、
違

法
に
支
出
し
た
３
・
４
・
１
１
号
線
の
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
費
用
の

返
還
な
ど
を
求
め
る
東
京
都
職
員
措
置
請
求
書
（
通
称
：
住
民
監

査
請
求
書
）
」
を
提
出
し
ま
し
た
。

私たちはなぜ住民監査請求をしたのか
住民監査請求の趣旨

東京都知事にオープンハウス費用等の返還を求める
小金井の都市計画道路決定は、都市計画法に違反し、違法

小金井市民ら５９９名が３･４･１１号線で住民監査請求

署
名
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た



（２）

＜前回以降の活動経過＞

10月8日 第54回世話人会

10月18日 住民監査請求でハケを守る集会

10月27日 多摩地区道路連絡会

10月28日 3･4･11住民の会世話人会

11月5日 第55回世話人会

11月11日 東京都監査事務局に住民監査請求書提出

都庁記者クラブで、記者会見

都議会各会派を訪問し、協力要請

＜今後の日程＞

11月20日 都市計画マスタープラン策定委員会

12月3日 第56回世話人会

＜都内の裁判＞

11月5日 大山26号線訴訟 14時東京地裁103号法廷

11月18日 品川29号線訴訟 13時30分 東京地裁103

11月19日 世田谷放射23号線訴訟 15時 東京高裁

11月24日 外環道訴訟 14時 東京地裁103号法廷

12月8日 晴海選手村訴訟 15時103号法廷

12月15日 青梅街道ＩＣ訴訟 11時103号法廷

12月15日 十条西口再開発 13時30分 103号法廷

12月16日 品川29号線訴訟 13時30分 103号法廷

住
民
が
以
前
か
ら
警
告

10
月
18
日
、
調
布
の
市
街
地
の
道
路
が
突
然
、
陥
没

し
た
ニ
ュ
ー
ス
が
駆
け
巡
り
ま
し
た
。

陥
没
し
た
道
路
の
地
下
40
ｍ
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
外

環
道
の
ト
ン
ネ
ル
工
事
が
行
わ
れ
、
直
下
の
工
事
が
始

ま
っ
た
時
は
地
上
の
家
が
振
動
や
壁
に
亀
裂
が
は
い
り
、

国
交
省
と
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
に
対
応
を
求
め
て
も
対
応
し
な

い
ま
ま
で
し
た
。

東
京
外
環
道
は
、
練
馬
区
の
関
越
道
か
ら
世
田
谷
の

東
名
高
速
ま
で
の
16
km
の
区
間
。

政
府
は
、
地
下
40
ｍ
以
上
の
深
い
と
こ
ろ
の
ト
ン
ネ

ル
工
事
は
、
地
上
に
影
響
を
与
え
な
い
か
ら
、
地
上
に

家
や
田
畑
を
も
っ
て
い
る
人
の
許
可
は
い
ら
な
い
と
い

う
大
深
度
法
と
い
う
法
律
を
作
っ
て
東
京
外
環
道
や
リ

ニ
ア
新
幹
線
の
工
事
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
野
川
に
は
酸
欠
空
気
が
噴
出
し
た
り
、

各
地
の
住
宅

に
振
動
な
ど

の
影
響
を
与

え
て
い
ま
し

た
。陥

没
に
つ

い
て
も
、
外

環
道
の
中
止

を
求
め
て
活

動
し
て
い
る

住
民
団
体
は
、

道
路
ト
ン
ネ

ル
工
事
で
陥

没
事
故
を
起

こ
し
て
い
る

横
浜
や
福
岡
、
五
反
田
な
ど
の
例
を
示
し
て
、
危
険
性

を
訴
え
て
き
ま
し
た
。

ト
ン
ネ
ル
が
通
過
す
る
７
区
市
の
首
長
は
、
陥
没
事

故
を
受
け
て
要
望
書
を
提
出
。
武
蔵
野
市
長
と
杉
並
区

長
は
原
因
が
究
明
さ
れ
る
ま
で
、
工
事
を
中
止
す
る
こ

と
を
求
め
て
い
ま
す
。

第
３
回
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

策
定
委
員
会
開
催

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
改
定
時
期
が
２
０
２

２
年
３
月
と
な
る
た
め
、
そ
の
改
定
作
業
が
現
在
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

第
３
回
の
策
定
委
員
会
が
９
月
24
日
開
催
さ
れ
、
そ

の
な
か
で
、
委
員
か
ら
は
、
市
内
に
た
く
さ
ん
都
市
計

画
道
路
が
あ
る
が
、
国
分
寺
崖
線
や
そ
の
他
の
緑
・
自

然
と
整
合
性
が
と
れ
て
い
な
い
こ
と
、
東
京
都
が
進
め

る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
ま
ま
進
め
る
と
い
う
こ
と
で

い
い
の
か
と
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

次
回
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
委
員
会

11
月
20
日
10
時
～
12
時

市
役
所
本
庁
舎
３
階

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

３
・
４
・
１
１
住
民
の
会
が

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
見
直
し
要
望
書
提
出

３
・
４
・
１
１
号
線
関
係
住
民
の
会
が
10
月
２
日
、

小
金
井
市
長
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
委
員
会
及
び
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
庁
内
検
討
委
員
会
に
「
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
見
直
し
に
関
す
る
要
望
書
」
を
提
出
し
、
西
岡
市
長
、

都
市
計
画
課
長
と
面
談
し
、
見
直
し
を
要
望
し
ま
し
た
。

住民監査請求ってなーに？

地方公共団体の機関や職員の違法・不当な行為を防止

または、損害が生じた場合は損害の賠償を求めることが

できる制度です。

参政権の一種ともいわれており、地方公共団体の構成

員ならだれでも請求できます。

今回の場合であれば、東京都内に住民票をもっている

人ならだれでも請求人になれるということです。

請求があったら、監査委員が１年以内に請求が妥当か

どうかの決定を出さなければなりません。

請求が認められれば、賠償金を払ったり、求められた

行為を中止しなければなりません。

認められなかった場合は、６０日以内に不服として裁

判に訴えることができます。

外
環
道
の
ト
ン
ネ
ル
工
事
直
上
で
調
布
の
道
路
が
陥
没

質問に答えて


